
 

 

令和５年度 愛知県社会福祉協議会 母子生活支援部会事業計画 

 

母子生活支援施設は親子を分離せず、母と子への支援を一体的に実践しています。母子生活支援

施設が行うインケアからアフターケアまで切れ目のない支援に対する期待も高まっています。昨今、

施設利用者は、ＤＶ被害や虐待を受けた母と子、発達障害のある母と子、精神障害のある母、また

外国籍の母と子など複雑な課題を有する母子が増えており、きめ細やかな支援が必要となっていま

す。 

こうした中、母子生活支援施設は更なる利用に向けて、支援機能の充実を図るとともに、施設の

専門性を地域に発信する等、福祉ニーズに適切に応えていくことが求められています。 

一方で、長期化するコロナ禍のなか、感染症対策を継続しながらも、安心して過ごすことができ

るよう引き続き取組み方法を探っていくことも求められます。 

また、児童福祉法の改正、こども家庭庁の創設、困難を抱える女性への支援に関する法律の施行

など、母子生活支援施設・婦人保護施設を取り巻く制度上の大きな転換期を迎えていきます。 

そうした状況を受け、母子生活支援部会では、法人・施設の連携を強化し、相互支援を推進する

とともに、母子福祉の向上を図るため、次の事業に取り組みます。 

 

重点事項 

１ 児童福祉法改正等新たな制度発足への対応に関わる取組 

２ ＤＶ・児童虐待被害者支援、子育て家庭支援に関わる取組  

３ 事業継続計画（ＢＣＰ）等の整備に関わる取組 

４ 法人間･施設間地域連携の推進 

５ 会員相互の支援体制整備の検討 

 

１ 部会･常務委員等の会議の開催 

（１）部会             １回程度 

（２）常務委員会          ２回程度 

（３）正副部会長会議        必要の都度 

（４）児童福祉施設等関係者会議   必要の都度 

 

２ 部会研修会等の実施 

（１）研修会等の開催 

施設長・職員研修会      ２回程度 

（２）調査・研究事業の実施 

重点事項の課題や予算要望に関する事項についての調査・研究の実施 

 

３ 会員向け情報提供等の充実 

（１）メールニュースによる全国各種別協議会等の情報提供 

（２）電子媒体（情報ネットワーク等）を活用したメールによるコミュニケーションと情報提供 

  



 

４ 社会福祉施設委員会等との連携 

（１）社会福祉施設委員会の事業や研修等の企画・開催協力と参加 

（２）国・県・指定都市等の制度・施策への提言及び関係予算に対する要望等の取りまとめ 

（３）社会福祉法人経営者委員会及び社会福祉施設委員会による関係機関への提言活動の実施 

 

５ 全国社会福祉協議会全国母子生活支援施設協議会への協力 

（１）全国社会福祉協議会全国母子生活支援施設協議会協議員総会 

（５月中旬 東京都 全社協）への代表者派遣 

（２）全国的課題についての意見集約と情報の周知 

 

６ 各種大会・研修会への参加・協力 

（１）第６６回全国母子生活支援施設研究大会（１０月２４日～２５日 岐阜県岐阜市） 

（２）第４４回全国母子生活支援施設職員研修会（６月２９日～３０日 京都府京都市） 

（３）東海・北陸ブロック母子生活支援施設研究協議会（７月６日～７日 三重県津市） 

（４）社会的養護を担う児童福祉施設長研修会 

（５）全国婦人保護施設等連絡協議会総会 

（６）全国婦人保護施設等指導員研修会 

 

７ 災害等に備えた体制整備への取組 

（１）愛知県災害福祉広域支援推進協議会への協力 

（２）災害時事業継続計画（ＢＣＰ）等の策定支援 

（３）社会福祉法人経営者委員会・社会福祉施設委員会との支援体制整備の検討 

 

８ 教員免許特例法による介護等体験事業の実施 

（１）体験受入れ協力と体験趣旨の徹底 

（２）体験希望学生や所属大学との調整 

 

９ 人材確保のための取組推進 

（１）福祉人材センター及び保育士･保育所支援センターへの協力 

（２）福利厚生センターへの加入促進 

 

１０ 共同募金運動への協力 

 

１１ 愛知県セルプセンター事業への協力 

 


